島根県低公害車導入促進助成金交付要綱
公益社団法人 島根県トラック協会

（目　　的）

第１条　この要綱は、公益社団法人島根県トラック協会（以下「島ト協」という。）が低公害車の導入促進を図るため、会員（賛助会員含む）事業者（以下「会員」という。）の低公害車導入に対する助成を行う。この助成金の交付に関して、必要な事項を定め、適正かつ円滑に事業を推進することを目的とする。

（助成対象）

第２条　助成の対象となる新車で導入する低公害車とは、ポスト新長期規制車（別紙１）とし、Ｇマーク（安全性優良事業所認定）を取得している事業者に限り、単年度に導入できる台数は、１会員あたり５台とする。
（助成金の交付額）

第３条　島ト協は、低公害車導入助成金交付の申請があった場合、予算の範囲内で助成することができる。但し、消費税は助成の対象外とする。
２　助成金額は、次の通りとする。
	車　種
	助成金額

	小型車
	10,000円

	中型車
	30,000円

	大型車
	50,000円


（助成金の交付申請）

第４条　助成金の交付を受けようとする会員は、当該年度の２月２０日までに「島根県低公害車導入促進助成金交付申請書」（様式１）により申請するものとする。
（助成金の交付決定）

第５条　島ト協は、前条の申請があった場合、速やかに本要綱と照合し、適正と認めた
ときは、「島根県低公害車導入促進助成金交付承認書」（様式２）により申請者に対して通知し、助成金の交付決定をする。
（車両の登録期限）

第６条　承認を受けた会員は、低公害車の購入を行い、当該年度の３月２０日までに登録する。
（精算方法）

第７条　会員は低公害車購入費用を購入事業者に支払い、登録から２カ月以内に「島根県低公害車導入促進助成金請求書」（様式３）に購入の場合は、領収書（写）及び車両検査証（写）、リースの場合は、リース契約書（写）及び車両検査証（写）を添え、島ト協に次年度の４月１０日までに請求する。
（助成金の交付）

第８条　島ト協は、前条の請求書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、結果が適切と認めたときは、会員に助成金を支払うものとする。

（導入車両の財産処分制限）

第９条　導入した低公害車は、法定耐用年数を経過するまでの期間は、譲渡、交換、廃棄、他用途への転用、貸付をしてはならない。但し、事故等により車両が使用できなくなった場合はこの限りではない。
（交付決定の取下げと助成金の返還）

第10条　次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部または一部を取り消すことができる。但し、導入した低公害車が法定耐用年数を経過したとき以降に発生したものについては、この限りではない。
（1） 助成金の交付の決定の内容もしくはこれに付した条件、その他法令及びこれに基づく処分に違反したとき。

（2） 事故等により車両が使用できなくなったとき。

（3） 差し押さえまたは競売等により導入した低公害車が使用できなくなったとき。

（4） 導入した会員が会員資格を喪失したとき。
附　　則

本要綱は、令和４年３月１７日より施行する。同要綱の施行に伴い低公害車導入助成金交付要綱は廃止する。

　令和７年３月１８日　一部改正
　令和8年３月１９日　一部改正

